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１．事業の目的・概要 奈良地方気象台

（１）事業に至る背景

計画概要

奈良地方気象台は、築後約60年が経過
※１

し老朽化が著しいことに加え、耐震性能が著しく不足しており、大規模地震時に倒壊

や崩壊の恐れがあると共に、耐震改修により防災官署としての所要の耐震性能を確保することが困難であった。また、業務の多

様化や業務量の増大により庁舎の狭あい化が進行し、敷地内で小規模な増築を繰り返し倉庫等が多数分散していたことから、業

務に支障をきたしていた。

このため、早急に新たな庁舎を整備する必要があったことから、奈良地方気象台庁舎を整備するに至ったものである。

※１ Ｈ２５年度 新規事業採択時評価の時点

旧庁舎 周辺状況

（移転前）
奈良地方気象台

聖武天皇陵

仁正皇后陵

1奈良地方気象台の整備前と整備後の位置図

（移転前）奈良地方気象台

奈良県庁

奈良市役所

（移転後）奈良地方気象台出典：国土地理院ウェブサイト
国土地理院空中写真・地図データをもとに作成。

近鉄奈良駅



現業庁舎

敷地境界
事務庁舎

（１）事業に至る背景

旧庁舎の状況
■建設： 昭和２８年（築約６０年）

■建物： 複数棟からなり、総延べ面積 717m2

（主たる建物） 事務庁舎：木造 平屋建 延べ面積 233m2 、 現業庁舎：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2階建 延べ面積 139m2

■敷地： 奈良県奈良市半田開町７ 敷地面積： 10,996㎡

「聖武天皇陵 歴史的風土特別保存地区」に位置

老朽劣化

外観

狭あい

１．事業の目的・概要 奈良地方気象台

現業庁舎 ： 室内への漏水による天井
モルタルの剥離、破損。 2

旧庁舎 配置図



１．事業の目的・概要 奈良地方気象台

耐震安全性・防火性能の確保

○耐震性能・防火性能の不足を解消することにより、災害時の防災拠点としての機能を確保する。また、大規模地震時の施設

利用者の安全もあわせて確保する。

行政サービスの向上

○業務の多様化や業務量の増大により狭あい化が進行し、小規模な増築を繰り返したことにより多数に分散した施設を新しく

整備することにより、利便性・業務効率の向上を図る。

また、合わせてユニバーサルデザインや環境に配慮した施設整備を行う。

（２）事業の目的と対応状況

事業での対応状況

耐震性能・防火性能の確保

○庁舎を移転新築し、耐震性能・防火性能を確保。

旧庁舎： 昭和２８年建設、木造 ⇒ 新庁舎： 平成２９年建設、RC造

行政サービスの向上

○狭あいの解消。

○移転新築に伴い施設機能を統合し、利便性・業務効率を向上。

○誰でも使いやすい施設（ユニバーサルデザイン）の整備。

○施設整備に環境に配慮した技術の取り入れ。

事業の目的

3



１．事業の目的・概要 奈良地方気象台

①施設名称 ：奈良地方気象台
②建設場所 ：奈良県奈良市西紀寺町12-1

（近畿農政局奈良農政事務所の跡地）
③敷地面積 ：1,741.87m2
④構造・規模 ：鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

地上２階、地下１階
⑤延床面積 ：1,382.83m2
⑥工期 ：平成 ２７年１１月から平成 ２９年２月
⑦総工事費 ：約５．７億円
⑧入居官署 ：奈良地方気象台
⑨景観法・景観まちづくり条例 ：

敷地は「歴史的景観形成重点地区（ならまち）」に位置

（３）施設概要

奈良地方気象台の整備前と整備後の位置図 奈良地方気象台の整備状況

（移転前）奈良地方気象台

奈良県庁

奈良市役所

ならまち

（移転後）奈良地方気象台

配置図
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出典：国土地理院ウェブサイト
国土地理院地図データをもとに作成。

近鉄奈良駅



新規事業採択時評価と同様に
「老朽」、「狭あい」、「防災機能
に係る施設の不備」などの項目
の評点を算出し、評価する。

同等の性能を確保出来る他の
案との経済比較等を行い、評価
する。

事業案によって整備される官庁
施設の機能を、
「業務を行うための基本機能（Ｂ
１）」と
「施策に基づく付加機能（Ｂ２）」
の２つから評価する。

①事業計画の必要性

②事業計画の合理性

③事業計画の効果

「位置」「規模」「構造」
の３つの視点から算出
を行い、評価する。

環境対策やユニバー
サルデザインなど、官
庁営繕事業の施策に
基づく機能について、
チェックリストに基づい
て評価を行い、発現状
況を検証する。

Ｂ２

Ｂ１

１００点以上

１００点

１００点以上

要件

要件

要件

整備内容か
ら発現状況

を検証

２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

（１）評価方法について
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２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

①事業計画の必要性に関する評価
「事業計画の必要性に関する評価指標」に基づき評価を行う。

Ｒ１事後評価においても１００点以上、要件を満たす

計画理由
評点

（Ｒ１事後評価時）
評点

（Ｈ２５新規事業採択時）
内容

老朽 ９ ９ 施設の老朽（現存率）54.98％

狭あい １０ ７ 庁舎面積（面積率）0.49
面積率＝現有延べ面積／必要延べ面積

借用返還 － －

分散 ４ ４ 同一敷地内に分散し支障あり

地域連携 － －

立地条件の不良 － －

防災機能に係る施設の不
備

１００
耐震性能・防火性能不足
改修による対応不可

施設の不備 － １００

衛生条件の不良 －

法令等 － －

合計 １２３ １２０ ≧１００

【結果】 必要性の評価 ： １２３点

《参考》 評点の変動理由

・H25以降の評価基準の改定により「狭あい」の評点算出方法を変更したため、評点が変動した。

・R1事後評価時とH25新規事業採択時では、事業計画そのものは変わっていない。 6



１）賃借施設等について
奈良市内に必要な耐震性能（耐震安全性の分類：Ⅱ類）に対応する賃借施設が存在しない

ことから、賃借によることは困難である。
→耐震性能を満たす賃借施設は現状でも存在しないことを確認。

２）移転前の庁舎の改修・増築について
移転前の庁舎を改修・増築し、事業案と同等の性能を確保することは困難である。
→移転前の庁舎を改修し、災害時応急対策活動を行う庁舎に必要な耐震性能を確保する

ことは困難であり、また、狭あいを解消するための増築は困難であることを確認。
※第1種風致地区及び歴史的風土特別保存地区の制約

・既存建物の高さ（6.1m）以下、勾配屋根が必要 ⇒ 地上は1階が限界

・土地の形質の変更は必要最小限（建築面積は現状（627㎡）以内の指導あり）

３）移転前の敷地での建替えについて
移転前の敷地は第1種風致地区及び歴史的風土特別保存地区に位置し、建物位置や高さ

等の制約が厳しく、移転前の敷地で事業案と同等の性能を確保した建替えは困難である。
→風致地区等の状況に変化は無く、移転前の敷地での建替えが困難であることを確認。
※第1種風致地区及び歴史的風土特別保存地区の制約については上記に同じ。

２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

Ｒ１事後評価においても１００点、要件を満たす

【結果】 合理性の評価 ： １００点（他の案では、事業案と同等の性能を確保できない）

②事業計画の合理性に関する評価
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２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

【結果】 効果の評価 ： １３３．１点

③業務を行うための基本機能（Ｂ１）

Ｒ１事後評価においても１００点以上、要件を満たす

分類 評価項目

評価

Ｒ１事後評価時
Ｈ２５新規事業

採択時
内容

位置

Ｂ１

用地の取得・借用 １．１ １．１ 国有地に建設されている。

災害防止・環境保全 １．１ １．１ 自然的条件からみて良好な状態である。

アクセスの確保 １．１ １．１ 施設へのアクセスは良好である。

都市計画その他の土地利用に関する計画と整
合性

１．０ １．０

敷地形状等 １．０ １．０

規模

建築物の規模 １．０ １．０

敷地の規模 １．０ １．０

構造

機能性（業務を行うための基本機能に該当する
部分）

１．０ １．０

Ｂ２
社会性、環境保全性及び機能性（施策に基づく
付加機能に該当する部分）

１．１

評点
（各項目の評価をすべて乗じて×１００倍）

１３３．１ １４６．４ ≧１００

《参考》 評点の変動理由

・H25以降の評価基準の改定により「施策に基づく付加機能（Ｂ２）」を定性評価に変更したため、評点が変動した。

・R1事後評価時とH25新規事業採択時では、事業計画そのものは変わっていない。 8



２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

分類 評価項目

評価
（Ｒ１事後評価時）

評価
（Ｈ２５新規事業採択時）

評価※ 取組状況 評価※

社会性

地域性 Ｃ 一般的な取組みがなされている。 Ｃ

景観性 Ｂ 充実した取り組みがなされている。

環境保全
性

環境保全性 Ｂ
官庁施設の環境保全性基準に基づいた取組みがなされてい
るほか、充実した環境負荷の低減化に配慮した取組が行わ
れている。

Ｂ

木材利用推進 Ｂ 充実した取り組みがなされている。 Ｂ

機能性

ユニバーサル
デザイン

Ｂ 充実した取り組みがなされている。 Ｂ

防災性 Ｂ
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がな
されているほか、防災に配慮した取組が行われている。

Ｃ

経済性 耐用・保全性 Ｃ 一般的な取り組みがなされている。

③施策に基づく付加機能（Ｂ２）評価一覧

9

※評価 Ａ：特に充実した取組

Ｂ：充実した取組

Ｃ：一般的な取組

Ｄ：一般的な取組がなされていない



分類 評価項目 取組状況 評価

社会性 地域性
一般的な取り組みがなされている。

○関連する法令、条例、計画、協定等と整合が図られている。
C

２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

施策に基づく付加機能（Ｂ２） 分類：社会性

木材を活用した格子塀・格子門 格子塀と庁舎の虫籠窓

分類 評価項目 取組状況 評価

社会性 景観性

充実した取り組みがなされている。

○歴史・文化及び風土への配慮
（形態、色彩、その他）

B
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２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

施策に基づく付加機能（Ｂ２） 分類：環境保全性

照明制御太陽光パネル（屋上） エントランスの内装を木質化 自転車置場を木造化

分類 評価項目 取組状況 評価

環境保全性
環境保全

性

官庁施設の環境保全性基準に基づいた取組みがなされているほか、充実した環境負荷の
低減化に配慮した取組が行われている。

○照明制御

○自然エネルギー利用のための特別な対策（太陽光発電）

○水資源の有効活用のための特別な対策（雨水利用設備）

B

分類 評価項目 取組状況 評価

環境保全性
木材利用

促進

充実した取り組みがなされている。

○木造化／内装等の木質化
（自転車置場・車庫の木造化、エントランスなどの内装の一部を木質化）

B
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２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

施策に基づく付加機能（Ｂ２） 分類：機能性

非常用発電機
（燃料は３日分を貯蔵、燃料を補充
すれば1週間の連続運転が可能）

外部電源車からの
引込接続盤

分類 評価項目 取組状況 評価

機能性
ユニバー
サルデザ

イン

充実した取り組みがなされている。

○建築物移動等円滑化誘導基準を満たしている。
（庁舎の出入口を自動ドア化、車いす・オストメイト対応便房の設置、点字表示、スロープ
の設置など）

B

分類 評価項目 取組状況 評価

機能性 防災性

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなされているほか、防災に配慮し
た取組が行われている。

○ライフラインに係る業務継続のための特別な対策
（外部電源車からの引込接続対応）

B

屋上見学ルートにスロープの設置 外構見学ルートにスロープの設置
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２．事業効果等の確認・分析 奈良地方気象台

施策に基づく付加機能（Ｂ２） 分類：経済性

可動間仕切の活用
（現業室と災害対策室を、使用形態に合わせて調整出来るよう配慮）

地下への機器搬出入用にドライエリアを設置
（将来の機器更新時に搬出入が容易になるよう配慮）

ドライエリアを設置
可動間仕切りで室を仕切ることが可能

分類 評価項目 取組状況 評価

経済性
耐用・保全

性

一般的な取り組みがなされている。

○一般的な設計上の工夫が行われている。
C
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３．事業を通して得られた知見・学び 奈良地方気象台

○一般利用者からの評価

『周辺の街並みに非常に配慮した造りが魅力だと感じた。』 『気象台のイメージを外観や作りから奈良らしく地域にとけこむような建物

だった点が魅力。』 など。

今後の事業においても、本事業の取組を参考として、その施設を整備する地域や、官署の用途に

十分配慮し、より地域に貢献した良質な施設整備につながるよう事業に取り組むこととする。

○職員からの評価

『付近の景観に配慮した雰囲気があり、行政機関としては落ち付きが感じられる。』 『外観がとてもいい。』

『見学会で車椅子の方がエレベーターで屋上まで上がれることや見学ルートにスロープが設けられているため無理なく案内できる』 など。
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奈良地方気象台と周
辺のまちなみ

屋上見学ルートにス
ロープ

・施設見学へのバリアフリー対応のため、屋上へのエレベーターの着床や、施設見学ルートにス
ロープを設置し適正な動線となるよう配慮。

・地域の歴史、文化及び風土の特性を考慮した良好な景観形成に資するような施設の整備。

〇留意した点

・観測・予報業務や気象予報会・見学会などの地域防災支援業務に配慮した施設整備。



４．今後の対応方針（案） 奈良地方気象台

１．今後の事後評価及び改善措置の必要性

２．同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法について見直しの必要性

移転新築したことにより、耐震性能の確保や狭あい・老朽化の解消が確認され、事業による効

果の発現状況に問題は無く、現時点では今後、同様の事後評価及び改善措置の必要性はないと

思われます。

なお、今後経年による劣化度合いや、エネルギー使用量などについて定期的な実態調査を行い、

利便性や業務能率の低下を招くことのないよう、保全指導や適切な改修等のフォローアップを実

施してまいります。

今後、同種事業の計画にあたっては、本事業の取組を参考として、その施設を整備する地域・

立地や、入居官署の用途に十分配慮し、より良質な施設整備につながるよう事業に取り組んでま

いります。

現時点で事業評価手法について見直しの必要性はないと考えております。
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